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午前１０時０１分 開 会

○議長（吉田清孝君） これより、平成２５年６月定例会を開会いたします。

当局から、例月現金出納検査結果報告書及び男鹿市財政報告書の送付がありました

ので、ご配付いたしております。

なお、諸般の報告は朗読を省略いたします。

○議長（吉田清孝君） ただちに本日の会議を開きます。本日の議事は、議事日程第１

号をもって進めます。

日程第１ 会期の決定

○議長（吉田清孝君） 日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から６月２７日までの１５日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって、会期は１５日間と決定いたし

ました。

日程第２ 会議録署名議員の指名

○議長（吉田清孝君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

７番吉田直儀君、８番中田敏彦君を指名いたします。

日程第３ 永年勤続者の表彰状伝達

○議長（吉田清孝君） 日程第３、永年勤続者の表彰状の伝達を行います。

先般開催されました第８９回全国市議会議長会定期総会において、安田健次郎君及

び高野寛志君が議員在職２０年以上の特別表彰を、船橋金弘君が議員在職１０年以上

の永年勤続者として表彰されております。

これより伝達を行いますので、演壇の前にお進み願います。

暫時休憩いたします。

午前１０時０３分 休 憩



- 24 -

午前１０時０５分 再 開

○議長（吉田清孝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

日程第４ 議案第４９号から第５４号まで及び報告第６号及び第１３号まで

を一括上程

○議長（吉田清孝君） 日程第４、議案第４９号から第５４号まで及び報告第６号及び

第１３号までを一括して議題といたします。

職員に議案を朗読させます。

【職員朗読】

議案第４９号 男鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第５０号 男鹿市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第５１号 財産の無償譲渡について

議案第５２号 平成２５年度男鹿市一般会計補正予算（第３号）について

議案第５３号 平成２５年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いて

議案第５４号 平成２５年度男鹿市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

について

報告第 ６号 平成２４年度男鹿市一般会計継続費繰越計算書について

報告第 ７号 平成２４年度男鹿市一般会計繰越明許費繰越計算書について

報告第 ８号 平成２４年度男鹿市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につ

いて

報告第 ９号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第１０号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第１１号 和解及び損害賠償額の決定に係る専決処分について

報告第１２号 平成２４年度株式会社おが地域振興公杜の決算について



- 25 -

報告第１３号 平成２５年度株式会社おが地域振興公社の事業計画について

○議長（吉田清孝君） 提案理由の説明を求めます。渡部市長

【市長 渡部幸男君 登壇】

○市長（渡部幸男君） おはようございます。

本日、平成２５年６月定例会を招集し、諸議案のご審議をお願いするものでありま

すが、先ほど全国市議会議長会から、議員在職２０年以上の永年勤続特別表彰として

安田健次郎議員と高野寛志議員が、また、議員在職１０年以上の永年勤続表彰として

船橋金弘議員が、栄えある表彰を受けられました。表彰を受けられました皆様には、

長い間本市の発展にご尽力を賜りました。そのご功績に対し、深く敬意を表するもの

であります。どうぞ今後ともご自愛くださいまして、市政の発展に一層のご尽力を賜

りますようお願い申し上げます。

それでは、提出議案の説明に先立ちまして、市政に係る諸般の報告を申し上げます。

まず、企業局の嘱託職員についてであります。

今月６日、市内のスーパーで買い物客に液体をかけ、１８時４０分、現行犯で逮捕

されたものであります。

このような事態により、市民の皆様の信頼を損ねたことは、まことに遺憾であり、

市民並びに議会の皆様に深くお詫び申し上げます。

次に、５月３１日に出納閉鎖いたしました平成２４年度の一般会計決算の概要につ

いてであります。

歳入総額は１８３億５千７２万円、歳出総額は１７９億１千６２４万円となり、こ

のうち継続費及び繰越明許費に係る繰越財源を除いた実質収支では、３億３千１２７

万円の黒字決算となっております。

また、平成２４年度の男鹿みなと市民病院事業会計決算の概要につきましては、当

年度純損失が３千３８万２千円、不良債務が１億３千８２２万９千円で、経営健全化

計画との比較では、当年度純損失は３千８２４万７千円の増、不良債務は４千１２２

万４千円の改善となっております。

次に、防災訓練についてであります。

今年度の防災訓練は、県との連携により５月２４日に行われ、男鹿市では船川地区



- 26 -

において、総勢７００人の参加のもと実施いたしました。

今回は、相互協力協定に基づき、男鹿市と男鹿警察署及び消防署が、地震・津波発

生時に、みずからの庁舎での業務遂行が困難と判断された場合のために、サンワーク

男鹿において三者による災害時活動拠点設置訓練を実施したほか、男鹿みなと市民病

院では秋田県消防防災航空隊による屋上からの高所救出訓練、男鹿マリーナ沖では水

難者救助訓練などを実施しました。

また、防災訓練にあわせ、ＪＲ東日本では男鹿海洋高校の協力を得て乗客誘導訓練

を実施したほか、市内１８町内会で４５０人が参加し、自主的に避難訓練を行ってお

ります。

次に、チャレンジデーについてであります。

今回で２回目となる当市の参加者は１万２千８２０人で、参加率は４０．６パーセン

トでした。日常的な運動を習慣づけることによって、市民の健康づくりにつなげてま

いりたいと存じます。

次に、種苗交換会の開催についてであります。

秋田県農業協同組合中央会及び秋田みなみ農業協同組合より、平成２６年度第１３

７回秋田県種苗交換会の本市での開催について要請があり、承諾することといたしま

した。

今後は、補助金等を含め、関係団体との調整を進めてまいります。

次に、農業の状況についてであります。

米の需給調整につきましては、転作面積目標が１千７５２ヘクタールで、昨年に比

べ４４ヘクタールの減少となっております。作付けされていない水田の有効活用と大

豆の連作障害回避に向け、加工用米や備蓄米などの作付け拡大に取り組みました。

また、経営所得安定対策につきましては、男鹿市農業再生協議会が、５月２８日か

ら７月１日まで、対象農家からの交付申請書を取りまとめ、手続きすることとしてお

ります。

次に、漁業の状況についてであります。

秋田県漁業協同組合によりますと、本年１月から４月までの漁獲量は８５０トン、

漁獲金額は３億９６５万円で、昨年同期と比較し、漁獲量で１２パーセントの増、漁

獲金額で１２パーセントの減となっております。
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次に、観光の状況についてであります。

本年４月・５月における宿泊客数は、４月が８千１２４人、５月が１万６千３７２

人で、昨年同期と比較して４月が１３．８パーセントの増、５月が７．７パーセント

の減となっております。

「なまはげ館」と「里暮らし体験塾」の入館者数は、５月が１万５千３９３人で、

昨年同期と比較して６パーセントの増となっております。

次に、雇用情勢についてであります。

４月末現在の秋田県の有効求人倍率は０．６９倍となっております。ハローワーク

男鹿管内の有効求人倍率は、昨年同期と同様０．６０倍となっております。

次に、下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業への地方公営企業法適

用についてでありますが、これら３事業につきましては、平成２６年４月１日から地

方公営企業法の規定の全部を適用することとして準備を進めております。

次に、風しんの予防接種についてであります。

全国的な風しんの流行を受け、先天性風しん症候群の発症を防止するため、市内に

住所のある方で、妊娠を予定、または希望する女性と妊婦の夫を対象として接種費用

の全額を支援することとし、今回の補正予算に計上しております。

次に、国立大学法人秋田大学による男鹿分校の開校についてであります。

秋田大学では、高等教育機関を身近に感ずることによる児童生徒の夢の醸成と学習

意欲の喚起、大学を目指す児童生徒への助言指導、学生力と地域力との融合による地

域文化の活性化などに関し、その有する教育研究資源を発信する拠点として本市に分

校を開設する準備を進めていると伺っております。

以上で諸般の報告を終わり、次に、提案理由のご説明を申し上げます。

まず、議案第４９号男鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

についてであります。

本議案は、国からの要請により、職員の給与減額措置を実施するため、本条例の一

部を改正するものであります。

次に、議案第５０号男鹿市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

についてであります。

本議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律が一部改正され、支給対象となる遺族
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の範囲において、その支給順位を明確にするため、本条例の一部を改正するものであ

ります。

次に、議案第５１号財産の無償譲渡についてであります。

本議案は、市有財産のうち、旧福野地区集会施設の建物３８．０９平方メートルを

福野町内会に無償譲渡するものであります。

次に、議案第５２号平成２５年度男鹿市一般会計補正予算第３号についてでありま

す。

本補正予算は、石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費、本庁舎耐震補強・大規模改

修工事実施設計業務委託料、経営体育成基盤整備事業費負担金、水産加工発展支援モ

デル事業費補助金、滝川河川改修事業費、公営住宅建設事業費、船川第一小学校耐震

補強事業費のほか、公共交通総合連携計画策定業務委託料、地域防災計画修正業務委

託料、大相撲男鹿場所実行委員会補助金などを措置したもので、歳入歳出それぞれ６

億７千８１０万円を追加し、補正後の予算総額を１６５億８千３７０万円とするもの

であります。

次に、議案第５３号平成２５年度男鹿市国民健康保険特別会計補正予算第１号につ

いてであります。

本補正予算は、歳入では所得の確定に伴う保険税の見直しや、平成２４年度決算見

込みに伴う繰越金などを措置し、歳出では後期高齢者支援金などの確定及び被保険者

数の減に伴う療養給付費の減額などを措置したもので、歳入歳出それぞれ１億４千３

７２万６千円を減額し、補正後の予算総額を４７億７８１万円とするものであります。

次に、議案第５４号平成２５年度男鹿市漁業集落排水事業特別会計補正予算第１号

についてであります。

本補正予算は、若美地区漁業集落排水施設の維持管理に係る経費を措置したもので、

歳入歳出それぞれ３８５万円を追加し、補正後の予算総額を６千７１４万１千円とす

るものであります。

次に、報告第６号平成２４年度男鹿市一般会計継続費繰越計算書、報告第７号平成

２４年度男鹿市一般会計繰越明許費繰越計算書、報告第８号平成２４年度男鹿市下水

道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてであります。

本３件は、平成２４年度の各会計歳出予算のうち、平成２５年度に繰り越した経費
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について報告するものであります。

次に、報告第９号から報告第１１号までは、和解及び損害賠償額の決定に係る専決

処分についてであります。

本３件は、市民の運転する自家用車が市道の陥没箇所に落下した事故及び除雪作業

中の事故に伴う和解及び損害賠償額の決定について専決処分をしたもので、これを報

告するものであります。

次に、報告第１２号平成２４年度株式会社おが地域振興公社の決算についてであり

ますが、事業収益２億８千９７２万９千７１４円、事業費用２億８千４０９万５千６

５７円で、税引後の当期純利益が５４２万４千５７円となったものであります。

次に、報告第１３号平成２５年度株式会社おが地域振興公社の事業計画についてで

ありますが、事業収益及び事業費用を、それぞれ３億１千５０４万８千円とするもの

であります。

以上、提出議案の概要についてご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご可決賜りますようお願い申し上げます。

○議長（吉田清孝君） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

休会の件

○議長（吉田清孝君） お諮りいたします。明日１４日は議事の都合により休会にいた

したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○議長（吉田清孝君） ご異議なしと認めます。よって明日１４日は休会とし、６月１

７日午前１０時より本会議を再開し、市政に対する一般質問を行うことにいたします。

本日は、これにて散会いたします。

午前１０時２６分 散 会
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